
令和３年第１１回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和３年１１月２５日

                           １３時３０分～１４時３０分

                 会  場    海老名市役所 ６階議員全員協議会室
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令和３年第１１回海老名市農業委員会定例総会

 令和３年１０月２７日「令和３年第１０回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協

議会室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１３名で次のとおりである。 

1番 深澤 伸治    2番  宮䑓 功      3番 清水 澄雄    4番 松島 淳一     

5番 鈴木 守    6番 小島 富士男  7番 波多野 寛    8番 市川 和美    

10番 新戸 和夫  11番 守屋 福夫  12番 金指 満     13番 二見 務    

 14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一 

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、主幹兼係長 草薙 砂織、主査 加藤 友彦 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第56号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第57号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第３ 議案第58号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第４ 議案第59号 農用地利用集積計画（案）について「貸し借り」 

審議事項は次のとおりである。

  (１) 農地の一時使用について 

 (２) 農地転用届出による専決処分について 

 (３) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１３名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成

立いたしました。 
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次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、５番委員、６番委員を指名させ

ていただきます。 

それでは、議案書３ページから５ページ、４．報告事項の（１）活動状況

について、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況について、を

事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】 ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいた

します。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、報告事項ですので、この程度にさせていただきま

す。 

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議

規則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、許

可したいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということですので、傍聴を許可いたします。傍聴人を入室

させてください。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 議案書６ページ、５．付議事項、日程第１、議案第５６号 農地法第３

条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１２について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１２、申請地は、上郷字■■■■■■■■、登記簿地目、

田、現況地目、田、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりでございま

す。譲受人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、持分■分の■、■■■

■、持分■分の■、譲渡人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、持分■
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分の■、■■■■、■分の■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、世

帯内贈与でございます。現地の案内図及び写真につきましては、資料１で

ございます。 

【議  長】  地区委員の意見については私からお話ししたいと思います。 

 ■■さんは、年齢は４０ちょっと過ぎぐらいで、去年ですか、田植機を

買ったり、非常に意欲的に水田をやっております。その農業に取り組む姿

勢を見ても何ら問題はないかと思います。 

 それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況ですが、■■■■さん、妻の■■さ

んのお２人が農業従事者だそうです。経営主は、令和３年の農家台帳では

■■さんになっております。農業への従事状況に関してですが、■■さん

の農業経験年数は１０年、農業従事日数は１００日、妻の■■さんの農業

経験年数は８年、農業従事日数は６０日だそうです。■■さんの世帯の現

在の農業経営面積は、自作地は田が■■■■■平米、畑が■■■■■■■

■平米、合計、■■■■■■■■平米で、下限面積である３０アールを超

えております。機械は、トラクター１台、耕運機１台、田植機１台、コン

バイン１台等を所有しております。また、取決めに従い、支障が出ないよ

う耕作する旨、申請書に記載がございますし、機械の面、労働力の面、技

術の面を見ても譲受人として特に問題ないと思われます。そのほか、許可

をすることができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該

当する項目はございません。この案件に関しまして、特に問題ないと思わ

れます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  昨日、現地確認を実施いたしました。現地の状況は、資料の写真にあ

りますとおり、適切に水田の耕作がされているという状況でございまし

た。特に周辺の隣地の道路、あるいは水路といった管理の面でも特に支障

がないのかと判断いたしました。 

【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 続きまして、議案書６ページから７ページ、受付番号１３から１５です

が、２番委員が譲受人として農業委員会等に関する法律第３１条の議事参

与の制限に該当しますので、審議終了まで退席をお願いいたします。 

 暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

（２番委員退席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 お諮りいたします。受付番号１３から１５は複数の筆が地続きとなって

いる１区画ですので、説明、質疑、意見については一括で行い、採決につ

いては受付番号ごとに行いたいと思いますが、ご異議ございませんでしょ

うか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。それでは、受付番号１３から１５について、事

務局から一括して提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１３、申請地は、上河内字■■■■■■、登記簿地目、畑、

現況地目、畑、■■■平米、譲受人は、上河内■■■■■■、■■■、譲

渡人は、上河内■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目

的は、経営規模拡大です。こちらの案内図、写真につきましては、資料２

となります。 

 続きまして、受付番号１４、申請地は、上河内字■■■■■■■、登記

簿地目、田、現況地目、畑、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで

す。譲受人は、上河内■■■■■■、■■■、譲渡人は、河原口■■■■

■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、経営規模

拡大です。現地の案内図、写真につきましては、資料３になります。 
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 続きまして、受付番号１５、申請地は、上河内字■■■■■■■、登記

簿地目、田、現況地目、畑、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで、

譲受人は、上河内■■■■■■、■■■、譲渡人は、厚木市■■■■■■

■■■■■■■■■、■■■■、権利の種類は、所有権の移転、目的は、

経営規模拡大です。こちらの現地の案内図、写真につきましては、資料４

でございます。 

【議  長】  地区委員の意見を一括してお伺いいたします。17番委員。 

【17番委員】  ■■■さんは、隣接している地権者の方から、農地を買ってほしいと

いう依頼があったことと、また、父親の時代に農地を少し減らしてしまっ

たということがあって、経営規模を拡大したいという計画をされまして、

今回、当該の土地を取得されるものでございますので、特に問題はないと

思います。 

【議  長】  それでは、事務局から一括して詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  ■■さんの農家世帯としての状況につきましては、■■■さん、奥様

の■■さんのお２人が農業従事者だそうです。経営主につきましては、令

和３年の農家台帳では■さんになっております。農業への従事状況に関し

てですが、■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は２００日、妻

の■■さんの農業経験年数は４０年、農業従事日数は８０日だそうです。

■■さんの世帯の現在の農業経営面積についてですが、自作地は田が■■

■平米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■平米で、今回取得されま

す農地を含めますと、下限面積である３０アールを超えております。機械

につきましては、トラクター１台、耕運機１台、トラック等を所有してお

ります。また、取決めに従い、支障が出ないよう耕作する旨、申請書に記

載がございますし、機械の面、労働力の面、技術の面を見ても譲受人とし

て特に問題ないと思われます。そのほか、許可をすることができない場合

が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目はございませ

ん。この３つの案件に関して、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。15番委員。 

【15番委員】  副班長としてご説明申し上げます。 

 昨日、現地確認に行ってきました。現地は写真のとおり、きれいに耕耘
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されていて、■■さんのおっしゃるには土地面積が■■■坪で、現所有者

はそれぞれ兄弟で、相続で今の地主さんが所有している、そういうことで

ありました。特段問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号１３から１５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１３から１５について、採決をさせてい

ただきます。 

 まず、受付番号１３について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１４について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 最後に、受付番号１５について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 暫時休憩といたします。 

 （休 憩） 

（２番委員着席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、議案書７ページ、受付番号１６について、事務局から提案

説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１６、申請地は、上郷字■■■■■■■、登記簿地目、田、

現況地目、畑、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりです。譲受人は、

横浜市緑区■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■、■■■、譲渡人は、上郷■■■■■■■■■、■■■、権利の種類

は、所有権の移転、目的は、世帯内贈与です。現地の案内図及び写真につ

きましては、資料５でございます。 
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【議  長】  地区委員の意見については私からお話ししたいと思います。 

 ■■■さんですが、３、４年前、ちょっと体を壊しまして不自由な面が

出てきまして､それで、ここのところ、何回か息子さんと一緒に畑をやっ

ておられる姿を目にしております。そういうことからいっても、世帯内贈

与ということですが、何ら問題はないかと思っております。 

 事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  詳細説明になりますが、■■さんの農家世帯としての状況についてで

すが、■■■さん、妻の■■さん、ご長男の■さんの３人が農業従事者だ

そうです。経営主は、令和３年の農家台帳では■さんになっております。

農業への従事状況に関してですが、■さんの農業経験年数は１７年、農業

従事日数は１００日、妻の■■さんの農業経験年数は１７年、農業従事日

数は５０日、■さんの農業経験年数は１０年、農業従事日数は４０日だそ

うです。■■さん世帯の現在の農業経営面積なのですが、自作地は田が■

■■■■平米、畑が■■■■■平米、合計、■■■■■平米で、下限面積

である３０アールを超えております。機械につきましては、耕運機１台等

を所有しております。また、取決めに従い、支障が出ないよう耕作する

旨、申請書に記載がございますし、機械の面、労働力の面、技術の面を見

ても譲受人として特に問題ないと思われます。そのほか、許可をすること

ができない場合が定められている農地法第３条第２項各号に該当する項目

はございません。この案件に関しまして、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  本件につきましても、昨日、現地確認をいたしました。資料５の写真

にあるとおり、現況も耕作といいますか、耕耘がきちっとされておりまし

て、適切な管理がされているものと判断いたしました。 

【議  長】  それでは、受付番号１６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１６について、採決をさせていただきま

す。 
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 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 次に、議案書８ページ、日程第２、議案第５７号 農地法第５条の規定

による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号９について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号９、申請地は、社家■■■■■■■、登記簿地目、田、■■

■平米、ほか■■筆、議案書のとおりで、合計、■■■■■平米の転用の

申請となっております。現況は、市街化調整区域の田、もしくは一部畑に

なります。転用者は、岐阜県羽島郡岐南町平成■■■■■■■、株式会社

■■■■■■■、代表取締役■■■■、譲渡人は、社家■■■■■■■、

■■■■、ほか■名、議案書のとおりでございます。転用の目的は、流通

業務施設（特別積合せ）の物流倉庫です。権利の種類は、所有権の移転に

なります。現地の案内図につきましては、資料６－１をご覧ください。資

料は、案内図のほかに、現地の写真、資料６－２につきましては、土地利

用計画図及び雨水汚水の排水計画図、資料６－３と６－４に断面図、資料

６－５と６－６に建物平面図、６－７と６－８に建物立面図を参考でお配

りしております。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。18番委員。 

【18番委員】  この施設は、県道、市道に囲まれております１区画の計画でありま

す。付近農地に対しての影響は少ないものと思われます。また、計画の段

階で、地元に対しまして、本年７月１２日に説明会を受けました。出席し

ました私ども４団体、自治会長、生産組合長、左岸総代、農業委員に施設

の概要並びに工事の内容の説明があり、それぞれ懸案する事項についての

要望を伝えました。本申請が許可された後、工事に入り、現場に事務所等

ができた段階で改めて４者が立ち会い、要望事項の確認をすることとなっ

ております。これは予定ですが。それから、１０月２６日に住宅まちづく

り課に対し、事前協議の報告書が受理されました。地区委員としてこの事

案を確認したところです。細部については事務局より説明をお願いいたし

ます。 
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【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  本案件では、貨物運送業を行っている株式会社■■■■■■■が物流

倉庫を建築するために農地転用したいという旨の申請になります。■■■

■■■■は、現在、厚木市内に支店を設けておりますが、厚木の支店を開

設してから４６年が経過しまして、施設の老朽化や貨物量の増加に伴い、

手狭になったことから、代替地を探し、当該申請地の地権者との合意が得

られたため、申請に至ったそうです。 

 申請地は、高速道路へのアクセスもよいことから、物流倉庫の立地とし

て優れており、海老名市内で市街化区域や調整区域の候補地を探したそう

ですが、規模が大きいこと、また、必要面積や他法令、条例等々との兼ね

合いを考えると、地域が限定され、また、筆数も多く、既に計画が進んで

いたりと、なかなか候補地を絞ることができなかったようですが、最終的

に当該申請地で合意が得られたために申請に至ったということです。 

 資料６－１をご覧ください。左下に農地の立地基準について書かれてお

りますが、こちらの申請地は第１種農地と判断しております。これは、お

おむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にあることから判

断しております。第１種農地は、農地転用が原則不許可となる立地区分で

すが、今回は特別積合せ、貨物運送を行うものとして関東運輸局から認め

られた事業であり、不許可の例外に該当することから、申請を受け付けて

おります。 

 続きまして、資料６－２の土地利用計画図をご覧ください。図は、上が

北を指しております。申請地を最大で９０センチほど盛土しまして、全体

的に転圧した後、建築面積■■■■■■■■平米の物流倉庫を建築する計

画となっております。東西南北が水路を挟んで道路と隣接しておりまし

て、周囲をコンクリートブロックで土留めを行い、ネットフェンスや目隠

しフェンスで囲う計画となっております。敷地内は、建物のほかの部分は

アスファルト舗装による駐車スペース、緑地帯を設ける計画となっており

ます。この緑地帯につきましては、海老名市の住みよいまちづくり条例に

基づいて設置されるものになります。 

 車の出入りにつきましては、東側の県道に２か所設置しまして、出入口
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につきましては、既存の水路をボックスカルバートへ付け替えるという計

画となっております。北側と南側の水路につきましては、閉塞等の必要な

処理をするよう農政課から指示をしております。 

 続きまして、雨水及び汚水の排水計画についてご説明いたします。こち

らも資料６－２をご覧いただければと思うのですが、ちょっと字が小さく

て見にくいかもしれないのですけれども、雨水につきましては、敷地内の

周囲を囲む形で集水ますが設けられまして、集水ますから申請地北と南に

設置されます雨水貯留施設に雨水を流しまして、オリフィス処理をして東

側の排水路に排水する計画になっております。雨水の処理能力につきまし

ては、１時間当たり１２０ミリの雨に対応しているということです。汚水

に関しましては、合併浄化槽にて処理した後に、オーバーフロー分につき

ましては東側排水路に放出する計画となっております。また、申請地南東

部、右下に洗車場がございますが、こちらから排出される水につきまして

は、油水分離槽を通った後に雨水浸透施設へ水が流れる計画となっており

ます。 

 続きまして、造成計画についてご説明いたします。こちらについては資

料６－３と４をご覧ください。こちらの図面をご説明させていただきます

と、東側の県道と高さを合わせる形の計画となっておりまして、周囲の道

路からは大体２０センチから５０センチ程度高くなる計画となっておりま

す。また、敷地内に設置する夜間の照明についてですが、こちらはいずれ

も内側に向けて、日照も冬至の日影図の提出がございまして、それを見ま

してもほぼ影響はないと思われます。 

 また、そのほか、他法令との調整等についてご説明させていただきま

す。今回、農地転用の許可のほかに、特別積合せ、貨物運送としての認定

であったり、海老名市の住みよいまちづくり条例との調整が必要になる事

業になります。これらのうち、特別積合せ、貨物運送としての認可につき

ましては申請済みでありまして、許可証につきましては転用許可後に発行

されるということになっております。 

 また、県の土地利用調整条例や土砂条例、開発については協議不要とな

っております。市のまちづくり条例に関しましては、市との協議は終わっ
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ておりまして、この計画内容で協議が締結する見込みであるということを

担当課に確認しております。以上、転用が不確実とされる要因は確認でき

ず、隣接する農地、周囲の土地への被害防除策も図られていることから、

転用やむなしと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。２番委員。 

【２番委員】  本件につきましても、昨日、現地調査を実施いたしました。現地の状

況は、資料６－１、写真①、②のとおり、これまで水田として、一部、梅

畑、畑がございましたけれども、全て農地として耕作がされていたという

状況は伺いましたので、そのような状況でございました。特に支障はない

のかなというふうに思いますが、先ほど地区委員のお話にありました、周

辺の環境整備という面で、西側に有馬高校がございますので、そういった

ことを考慮して、特に心配なのは、水路と道路との段差が生じてくるかな

というふうに思うのですが、その辺のところの問題は十分地区の、先ほど

協議書を締結されたとおっしゃっておられましたから、その辺のところを

遵守していただいて、今後、水路がそのままだということですから、管理

に支障が出ないように、その辺のことを指導していただきたいなといった

ことを感じました。 

【議  長】  それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようでございますので、受付番号９について、採決をさせていた

だきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第３、議案第５８号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号２８について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  この証明は、農地の相続税納税猶予制度を受けている方が３年ごと
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に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署へ提出する際に必

要なものでございます。過去３年間において相続税の納税猶予を受けてい

る農地を農地として管理してきたかということを農業委員会が証明するも

のでございます。 

 議案書９ページ、受付番号２８、被相続人は、大谷■■■■■■、■■

■、相続人は、大谷南■■■■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を

行っている期間は、平成３０年１１月２７日から令和３年１１月２５日ま

でです。特例農地等の明細ですが、大谷南■■■■■■■、現況地目、

田、登記簿地目、田、農業振興地域内、■■■平米のほか■■筆、合計、

■■■■■平米、議案書のとおりでございます。事務局で１１月１５日に

現地調査をしたところ、農地として適正に管理されていましたので、特に

問題はないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号２８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号２８について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１０ページから１７ページ、日程第４、議案第５９号 農

用地利用集積計画（案）について「貸し借り」を議題といたします。 

 本議案の計画案の数は３８でございます。このうち、新規の計画案は、

受付番号３９と６６の２件で、残りは継続の計画案でございます。 

 お諮りいたします。本議案の審議方法ですが、まず、継続の３６件につ

いて一括説明、一括質疑、意見、一括採決を行い、その後、新規の計画案

２件について１件ごとに説明、質疑、意見、採決をしたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 
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【議  長】  また、継続の計画案を一括で審議する際に、受付番号６９について

は、５番委員が貸し手として農業委員会等に関する法律第３１号議事参与

の制限に該当しますので、まず受付番号６９だけは別途先に審議したいと

思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。 

【事務局長】  整理しますと、１７ページの受付番号６９を、恐縮ですが、５番委員

にご退席いただいて、まず１件やります。その後、受付番号３５から３

８、４０から６５、６７から６８、７０から７２を一括説明、一括質疑、

一括意見、採決とさせていただきたいということです。最後に、１０ペー

ジの受付番号３９、１６ページ、受付番号６６を、これは恐縮ですが、個

別説明で、質疑、意見、採決も個別でということで、よろしくお願いいた

します。 

【議  長】  それでは、受付番号６９の審議に入る前に、暫時休憩といたします。 

（休 憩） 

（５番委員退席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 議案書１７ページ、受付番号６９について、事務局から提案説明をお願

いいたします。 

【主幹兼係長】  農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸し借りについて、当事者

より申出がありましたので、農用地利用集積計画（案）を上程します。こ

の審議を経て、海老名市に対し計画（案）を送付しまして、農用地利用集

積計画を定めるよう要請します。海老名市は、それに基づき、農用地利用

集積計画を作成し、その公告があったときに権利の設定の効果が生じま

す。海老名市では、この貸し借りの期間につきまして、便宜上、全ての終

期を１２月末としております。 

 一括にて、継続の計画に関しましては、提案説明は議案書のとおりと省

略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、提案説明をいたします。 

 受付番号６９、借り手は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、貸し
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手は、大谷南■■■■■■■■、■■■、貸し借りする農地は、大谷字■

■■■■■■■、現況地目、田、■■■平米、ほか■筆、貸し借りの種類

は、賃借権の設定、利用目的は、水田、貸し借りの期間は、令和４年１月

１日から令和６年１２月３１日までの３年間です。こちら、農用地区域

内、■件、農業振興地域内、■件の継続の計画となります。以上、この案

件につきましても、１１月１５日に事務局で現地確認をいたしましたが、

現地は農地として適正に管理されておりました。また、借り手は認定農業

者で、農家としての農地利用集積計画の法定要件が定められている農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ない

と思われます。 

【議  長】 それでは、受付番号６９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、受付番号６９について、採

決をさせていただきます。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、了承とさせていただきます。 

 暫時休憩といたします。 

  （休 憩） 

（５番委員着席） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 続きまして、受付番号３５から３８、４０から６５、６７から６８、７

０から７２について、継続審議案ですので、事務局から一括して提案説明

をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 受付番号３５、借り手は、本郷■■■■■■、■■■■、貸し手は、

本郷■■■■■■、■■■、以下、継続の計画ですので、以降の説明は議

案書のとおりとさせていただきます。 

 ただいまの受付番号３５から受付番号３８、受付番号４０から受付番号
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６５、受付番号６７と受付番号６８、受付番号７０から受付番号７２まで

は継続の計画ですので、説明は議案書のとおりとさせていただきます。 

【議  長】  それでは、受付番号３５から３８、４０から６５、６７から６８、７

０から７２について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきま

す。 

 受付番号３５から３８、４０から６５、６７から６８、７０から７２に

ついて、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１０ページ、新規計画案である受付番号３９につい

て、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  受付番号３９、借り手は、下今泉■■■■■■■■■■■■■■■

■、■■■■、貸し手は、下今泉■■■■■■■■、■■■■、貸し借り

する農地は、下今泉■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、■筆、貸

し借りの種類は、賃借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間

は、令和４年１月１日から令和８年１２月３１日までの５年間です。こち

ら、農業振興地域内、■件、新規の計画となります。以上、この案件につ

きましても、１１月１５日に事務局で現地確認をいたしましたが、現地は

農地として適正に管理されておりました。また、借り手は農家で、農家と

の農用地集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第

１８条第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号３９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきま



16

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 続きまして、議案書１６ページ、受付番号６６について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 受付番号６６、借り手は、大谷北■■■■■■■■、■■■■、貸し

手は、めぐみ町■■■■■■■■■、■■■■、貸し借りする農地は、大

谷南■■■■■■■■■、現況地目、畑、■■■平米、■筆、貸し借りの

種類は、使用貸借権の設定、利用目的は、普通畑、貸し借りの期間は、令

和４年１月１日から令和６年１２月３１日までの３年間です。こちら、農

業振興地域内、■件の新規の計画となります。以上、この案件につきまし

ても、１１月１５日に事務局で現地確認をいたしましたが、現地は農地と

して適正に管理されておりました。また、借り手は農家で、農家との農用

地集積計画の法定要件が定められている農業経営基盤強化促進法第１８条

第３項の各要件を満たしており、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号６６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  質疑、意見もないようでございますので、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認といたします。 

 次に、議案書１８ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号９について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のための

農地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名
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で申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理してお

ります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものである

かどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを確

認いたします。原則としては、農業委員会での確認後から現地を使用して

いただくようにしております。 

 受付番号９、申請地は、大谷字■■■■■■■、現況地目、田、登記簿

地目、田、■■■平米のうち■■■■■■平米です。土地所有者は、河原

口■■■■■■■■、■■■■、土地の使用者は、門沢橋■■■■■■■

■■、■■■■有限会社、代表取締役■■■■、事業主は、海老名市勝瀬

１７５番地の１、海老名市長内野優、工事名は、第３５０号水路整備工

事、目的は、作業ヤードとして使用したいとのことです。使用期間は、令

和３年１１月２６日から令和４年１月１１日までです。 

 資料７－１が現地の案内図の写真、７－２に土地利用計画図を配付して

おります。 

【議  長】  それでは、地区委員の意見をお伺いいたします。６番委員。 

【６番委員】  この田んぼの水路はほぼ途切れてしまってないような状態になってい

るということで、水路をちゃんと整備するということです。そのために鉄

板を敷いて工事用スペース、作業ヤードとして使うということです。特に

問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号９について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号９については了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一時使用は了承とさせていただきま

す。 

 次に、議案書１９ページ２２ページ、（２）農地転用届出による専決処

分についてを案件といたします。 

 １９ページの農地法第４条の受付番号３９、２０ページから２２ページ

の受付番号４０から５２、合わせて１４件について、事務局から一括して
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説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、

原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されています

が、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合

には、許可を要しないこととなっています。それを定めているのが農地法

第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号です。 

 議案書１９ページをご覧ください。農地法第４条第１項第８号の規定に

よる届出です。届出期間につきましては、令和３年１０月１日から１０月

３１日までの間に届出がされたものです。受付番号３９の１件で、田、０

平米、畑、３５平米、合計、３５平米です。 

 続きまして、議案書の２０ページをご覧ください。農地法第５条第１項

第７号の規定による届出です。届出期間につきましては、令和３年１０月

１日から１０月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号４０か

ら５２までの１３件で、田、1,335.96平米、畑、4,788平米、合計、6,12

3.96平米です。これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括して

報告いたします。 

【議  長】  それでは、一括して質疑をお受けいたします。ございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承とさせていただきたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、一括して了承とさせていただきます。 

 次に、議案書２３ページから２５ページ、（３）農地法第３条の３第１

項の規定による届出についてを案件といたします。 

 受付番号１３から１５について、事務局から一括して説明をお願いいた

します。 

【主幹兼係長】  相続など農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権

利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければならないことと

なっております。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があっ
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た場合のみ、現地調査をいたします。 

 では、議案書の２３ページをご覧ください。 

 受付番号１３、権利を取得した者は、厚木市■■■■■■■■■、■■

■■、権利を取得した日は、令和２年９月１７日、権利を取得した事由

は、相続、権利を取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等

の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、本郷字■■■■■

■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか■筆、合

計、■■■■■平米、議案書のとおりでございます。 

 続きまして、受付番号１４、権利を取得した者は、中新田■■■■■■

■■■、■■■■、権利を取得した日は、令和２年９月２日、権利を取得

した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん

等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、大谷字■■■■

■■■、現況地目、田、登記簿地目、田、■■■平米、ほか■■筆、合

計、■■■■■平米、以上でございます。 

 引き続きまして、受付番号１５、権利を取得した者は、国分北■■■■

■■■■■、■■■■■、権利を取得した日は、令和３年１月１０日、権

利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有権、農業委員会による

あっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地の所在ですが、上郷字

■■■■■■■、現況地目、田、台帳地目、田、■■■平米、■筆、議案

書のとおりでございます。 

 以上、受付番号１３から受付番号１５まで一括して報告いたします。 

【議  長】  それでは、受付番号１３から１５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１３から１５については、一括して了承

とさせていただきたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 
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【議  長】  事務局から何かございませんでしょうか。 

【事務局長】  ございません。 

【議  長】  ないようですので、本日の定例総会は終了といたします。 

 長時間にわたり、ありがとうございました。 


